


　いつも大阪東信用金庫をご利用いただき、まことにありがとうございます。
ひがしんＥネット取引では、各種預金等の種類などに応じ、本規定集に記載した
規定によりお取扱いいたします。（ひがしんＥネット取引以外の本支店で開設す
る預金口座と取扱いが異なる場合があります。）この規定に定めのない事項につ
きましては、別途当金庫が定める取引規定により取扱います。
つきましては、ぜひご熟読の上、お手元に備えおきくださいますようお願い申し
上げます。
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ひがしんＥネット取引規定

　お客様が、大阪東信用金庫（以下「当金庫」といいます。）ひがしんＥ
ネット取引（以下「当取引」といいます。）を行う場合は、下記条項のほ
か、別途当金庫が定める取引規定が適用されることに同意したものと
して取扱います。なお、本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規
定が優先します。

1．（ひがしんＥネット取引）
（1）当該取引の範囲
お客様は、本規定にもとづき、次の各号に定める取引をご利用い
ただけます。
①普通預金取引
②定期預金取引
③その他当金庫所定の取引

（2）前項各号の取引は別途当金庫が定める取引規定にもとづくもの
とします。

（3）利用資格者
①本規定に同意し、日本国内に住所を有する満20歳以上の個人
のお客様を利用資格者とします。ただし、お申込のお客様が反
社会的勢力に該当する場合には、当金庫での取引はお断りす
るものとします。
②お客様は、本規定に示したお客様番号または暗証番号の不正
使用等によるリスク発生の可能性および本規定の内容につい
て理解したうえで、自らの判断と責任において利用するもの
とします。

（4）取扱時間
本取引の取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。また、取扱
時間は、取引により異なる場合があります。

2．（口座開設方法）
（1）口座開設
①本規定に同意し、当金庫所定の申込書に必要事項を記入して
いただき、所定の必要書類を添えてお申込になり、当金庫がこ
れを受領し認めた場合に限り、ひがしんＥネット取引用普通
預金口座の開設およびインターネットバンキングサービスの
契約ができることとします。
②当金庫との取引の開始にあたっては、キャッシュカードおよ
びお客様カードを発行します。
③当金庫でのひがしんＥネット取引用普通預金口座の開設はお
ひとりにつき1口座に限ります。

（2）少額預金の利子課税制度
ひがしんＥネット取引により開設した口座は、少額預金の利子
非課税制度（マル優）のお取扱いはいたしません。

（3）通帳、証書の発行
ひがしんＥネット取引に伴い開設した口座の通帳（または証書）
は発行いたしません。

（4）お取引店について
開設した口座のお取引店は、本店営業部（以下「当店」といいま
す。）とさせていただきます。

（5）お取引店の変更
お取引店の変更はできません。

3．（お届印）
（1）当金庫と取引を開始する際には、第2条1項の口座開設の際に使
用する印章（以下「お届印」といいます。）により印鑑を届出てく
ださい。印鑑はお客様おひとりにつき一つのみ届出いただくも
のとし、当金庫における取引において共通とさせていただきま
す。

（2）取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影
を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認
めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事
故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任

を負いません。

4．（当該取引の方法）
　お客様は、本規定にもとづき、次の方法で当該取引を行うことが
できます。
（1）定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金の解約予約、口座情
報の照会等のインターネットバンキングサービスによる取引

（2）当金庫および当金庫と提携している金融機関等のオンライン現
金自動機（オンライン現金自動預金機、オンライン現金自動支払
機を含みます。）による取引

（3）その他当金庫所定の方法による取引

5．（インターネットバンキングサービスにおける本人確認）
（1）本人確認の手段
当金庫は、利用者番号および次項以下に定める各種パスワード
により、お客様本人の認証を行うものとします。

（2）利用登録用パスワードの届出
利用登録用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様か
ら当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。

（3）お客様カードの送付
当金庫は、利用者番号および確認用パスワードを記載したお客
様カードを、お客様の届出住所に送付するものとします。

（4）ログオンパスワードの登録・変更
①お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログオンパ
スワードを登録します。なお、ログオンパスワード登録時にお
ける本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
Ａ　お客様が指定した利用登録用パスワード、お客様カード
に記載された利用者番号および確認用パスワードを端末
からお客様自身が入力します。

Ｂ　当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録さ
れている各内容の一致により、本人であることを確認し
ます。

②ログオンパスワードの変更も上記の方法により、行うものと
します。

（5）本人確認手続き
①すでにログオンパスワードの登録が済んだお客様の取引時の
本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定
めるとおりとします。
Ａ　ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等を
端末の画面上でお客様自身が入力します。

Ｂ　当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録さ
れているログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワ
ード等の一致により、次の事項を確認できたものとして
取扱います。
ａ．お客様の有効な意思による申込みであること。
ｂ．当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。

②当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した
場合は、ログオンパスワード、利用者番号，確認用パスワード
等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は
当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じ
た損害について当金庫は責任を負いません。ただし、ログオン
パスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等により
不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様
は、第14条の定めに従い補償を請求できるものとします。

（6）お客様カードの取扱い
①お客様カードは、お客様ご本人が保管してください。第三者へ
の譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、
お客様はすみやかにお客様カードを返却するものとします。
②お客様がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合には、お
取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から
当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。この届
出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止
の措置を講じます。当金庫はこの届出に基づく所定の手続の
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完了前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、
責任を負いません。なお、お客様カードの再発行はできません
ので、当金庫所定の手続きを行い、新しいお客様カードを発行
します。（利用者番号、確認用パスワードが変更となります。）
③前号のお客様カードを失った旨の届出については、電話によ
ることができます。この場合、当金庫は前項と同様に取り扱い
ます。

（7）パスワード等の管理
①各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理す
るものとし、第三者へ開示しないでください。また、ログオン
パスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他
人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定
期的に変更手続きを行ってください。
②各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の
事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡し
てください。
③本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金
庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は
本サービスの利用を停止しますので、次の方法により再開手
続きをとってください。
Ａ　ログオンパスワード相違に伴う再開手続きは、第5条4項
と同じ操作により、ログオンパスワードを変更してくだ
さい。

Ｂ　確認用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連
絡のうえ、所定の手続を行ってください。

6．（取引の依頼・取引内容の確定）
（1）取引の依頼方法
当該取引の依頼は、第5条に従った本人確認方法により、契約者
が取引に必要な事項を当金庫の指定する方法で当金庫に伝達し
て行うものとします。当金庫は、契約者が予め取引を指定した口
座（以下「ご利用口座」といいます。）で依頼された取引を実施し
ます。

（2）取引内容の確定
当金庫が当該取引により依頼を受付した場合、契約者に依頼内
容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当
金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に伝達してくださ
い。当金庫が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼
が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続を行
います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合
は「依頼内容照会」機能で確認してください。

（3）取引の成立
①お客様の口座より資金の引落しをおこなう取引については、
取引依頼が確定した後、お客様から支払い依頼を受けた振替
資金、振込資金、振込手数料、または各種手数料を、お客様の口
座にかかる取引規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに
口座より引落しをおこなうものとし、当該引落しをもって取
引が成立したものとします。ただし、その引落しができなかっ
た場合（口座の解約、差押え等正当な理由による支払停止等の
場合も含みます。）は、お客様からの取引依頼はなかったもの
として取扱います。
②前号以外の取引については、取引依頼の確定をもって取引が
成立したものとします。

7．（ポイントサービスの取扱い）
　本取引については、ポイントサービスの対象とはなりません。

8．（払戻し・照会口座）
（1）お客様が当該取引により払戻しおよび残高等の照会依頼をする
ことができる口座は、本人名義のご利用口座に限るものとしま
す。

（2）払戻しは、取引規定にかかわらず、払戻請求書の提出は不要と
し、当金庫所定の方法により取扱います。

9．（通知等）
　届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を
発送した場合には、届出事項の変更を怠る等お客様の責めに帰すべ
き事由により、これらが延着しまたは到着しなかったときでも通常
到着すべき時に到着したものとみなします。また、当金庫の責めに
よらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電
話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場
合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当
金庫は責任を負いません。なお、これらが未着として当金庫宛に返
戻された場合、当金庫は通知または書類の送付を中止し、全部また
は一部の取引を制限できるものとします。また返戻された送付物に
関し、当金庫は保管責任を負いません。

10．（顧客情報の取扱い）
　当金庫との取引に関し、当金庫は顧客情報を当金庫の本支店、子
会社、関連会社、その他の第三者に処理させることができるものと
します。また、法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局によ
り、顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことがで
きるものとします。

11．（届出事項の変更等）
（1）お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等当金庫への届出
事項に変更があった場合には、直ちに当金庫所定の方法により、
当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終
了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変
更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当
金庫は責任を負いません。

（2）お客様が当金庫に届出た住所またはメールアドレスが、お客さ
まの責めに帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所または
メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害
については、当金庫は責任を負いません。

（3）届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害について
は、当金庫は責任を負いません。

（4）届出の住所、氏名あてに送付した書類、キャッシュカード等が未
着として当金庫に返戻された場合、当金庫は書類、キャッシュカ
ード等の送付を中止し、全部または一部の取引を制限すること
ができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当金庫
は保管責任を負いません。

（5）当店以外の当金庫本支店に取引店を変更することはできませ
ん。

12．（諸手数料）
（1）カード再発行手数料、その他の諸手数料は、普通預金口座からキ
ャッシュカードまたは払戻請求書等なしに引落すものとしま
す。

（2）当金庫に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原
則として改定内容もしくは新設内容を郵送または当金庫所定の
ホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関
する資料を書面で必要とする場合は、当金庫に別途請求してく
ださい。

（3）キャッシュカードの再発行にあたっては、当金庫所定の手数料
をいただきます。なお、お客様カードについては再発行できませ
ん。

13．（免責事項等）
（1）免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等
があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任
を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由が
あったとき。
②当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全
策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュー
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タ等に障害が生じたとき。
③当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。

（2）通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専
用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サー
ビスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承している
ものとみなします。

（3）端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環
境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫
は、端末が正常に稼動することについて保証するものではあり
ません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成
立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について
当金庫は責任を負いません。

（4）送付上の事故
当金庫が発行したお客様カードが送付上の事故等当金庫の責め
によらない事由により、第三者（当金庫職員を除きます。）がお客
様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、
そのために生じた損害については、第14条に定める場合を除き、
当金庫は一切責任を負いません。

14．（停止および解約等）
（1）ひがしんＥネット取引用普通預金を解約する場合には、同時に
その他全ての取引を解約するものとします。

（2）次の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫は本取引を停
止し、お客様に通知することなく本取引を解約することができ
るものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかん
にかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所に
あてて発信した時に解約されたものとします。この場合「お客様
カード」は回収しません。
①相続の開始があったとき。
②一定の期間、本取引の利用がない場合。
③住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所
在が不明となったとき。
④当金庫の取引規定に違反した場合等、本取引の解約を必要と
する相当の事由が生じた場合。
⑤支払停止、破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。

15．（通知等の連絡先）
　当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確
認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番
号・電子メールアドレス等を連絡先とします。また、当金庫がお客様
の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類
を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰
すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも
通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、当金庫の責
めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに
電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の
場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、
当金庫は責任を負いません。

16．（取引種類・内容の変更）
（1）当金庫は、当店で取扱う取引の種類・内容等をお客さまに事前に
通知することなく任意に変更することができるものとします。
また、当該変更のために当金庫所定のホームページ等を一時利
用停止することがあります。

（2）本条第1項については、原則として当金庫ホームページに掲示す
ることにより告知します。

（3）当金庫の任意の変更によって生じた損害については、当金庫は
責任を負いません。

17．（譲渡・質入・貸与の禁止）
　本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲

渡・質入・貸与等することができません。

18．（規定の準用）
（1）本規定に定めのない事項については、各口座、各取引にかかる当
金庫が定める取引規定により取扱います。

（2）本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
（3）個別の取引規定集が必要な場合は、当金庫あてに請求してくだ
さい。

19．（規定の変更等）
　当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店
頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できる
ものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととしま
す。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によ
って損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

20．（準拠法・管轄）
　本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に
関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫（本店）の所在地を管轄
する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意し
ます。

� 以上

ひがしんＥネット取引用　普通預金規定

1．（取扱店の範囲）
　ひがしんＥネット取引用普通預金（以下「この預金」といいます。）
は、当金庫本支店のどこの店舗でもオンライン現金自動機により預
入れまたは払戻しができます。

2．（通帳、証書の発行）
　ひがしんＥネット取引に伴い開設した口座の通帳（または証書）
は発行いたしません。

3．（証券類の受入れ）
　この預金口座には、現金のみ受入れが可能であり、手形、小切手、
配当金領収証その他の証券は受入れできません。

4．（振込金の受入れ）
（1）この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
（2）この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から
重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金
の入金記帳を取消します。

5．（預金の払戻し）
　この預金の払戻しは、当該取引所定の方法（「ひがしんＥネット取
引規定」第4条第2項）によります。

6．（自動支払い等）
　この預金口座から各種料金等の自動支払いをすることはできま
せん。また、預金口座を給与、年金、配当金、および公社債元利金の自
動受取口座として指定することはできません。

7．（利息）
　この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単
位を100円として、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、店頭に表示す
る毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利
率は金融情勢に応じて変更します。

8．（譲渡、質入れの禁止）
　この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの
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権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第
三者に利用させることはできません。

9．（届出事項の変更等）
（1）届出の印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出
事項に変更があったときは、直ちに書面によって当金庫に届出
てください。

（2）前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じ
た損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責
任を負いません。

（3）この印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約は、当金庫所定
の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、ま
た、保証人を求めることがあります。

10．（成年後見人等の届け出）
（1）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合に
は、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項
をお届けください。

（2）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場
合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事
項をお届けください。

（3）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任
意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に直
ちに書面によって届けてください。

（4）前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、
直ちに書面によって届けてください。

（5）前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負い
ません。

11．（印鑑照合等）
　払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影の届出の印鑑と
相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたう
えは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもその
ために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

12．（反社会的勢力との取引拒絶）
　この預金口座は、第13条第3項第1号、第2号ＡからＦおよび第3号
ＡからＥのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13
条第3項第1号、第2号ＡからＦまたは第3号ＡからＥの一にでも該当
する場合には、当金庫はこの口座の開設をお断りするものとしま
す。

13．（解約等）
（1）この預金口座を解約する場合には、当金庫所定の書面に届出の
印章により記名押印して提出してください。この預金を解約の
上、その元利金を金融機関の国内本支店にあるご本人名義の預
金口座あてに振込するものとします。

（2）次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引
を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を
解約することができるものとします。なお、通知により解約する
場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出の
あった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとしま
す。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場
合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが
明らかになった場合
②この預金の預金者が第8条に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、または
そのおそれがあると認められる場合

（3）前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続
することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停
止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約
できるものとします。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申
告をしたことが判明した場合
②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
Ａ　暴力団
Ｂ　暴力団員
Ｃ　暴力団準構成員
Ｄ　暴力団関係企業
Ｅ　総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集
団等

Ｆ　その他前記各号に準ずる者
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する
行為をした場合
Ａ　暴力的な要求行為
Ｂ　法的な責任を超えた不当な要求行為
Ｃ　取引に関して、脅威的な言動をし、または暴力を用いる行
為

Ｄ　風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の
信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為

Ｅ　その他前記各号に準ずる行為
（4）この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利
用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、
当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知すること
によりこの預金口座を解約することができるものとします。ま
た、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。

（5）前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、または
この預金取引が停止されその解除を求める場合には、当金庫に
申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な
書類等の提出または保証人を求めることがあります。

14．（通知等）
　当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確
認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番
号・電子メールアドレス等を連絡先とします。また、当金庫がお客様
の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類
を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰
すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも
通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、当金庫の責
めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに
電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の
場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、
当金庫は責任を負いません。

15．（保険事故発生時における預金者からの相殺）
（1）この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場
合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、
この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もし
くは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となってい
るものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合
にも同様の取扱いとします。

（2）前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものと
します。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務があ
る場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻
請求書に届出の印章により記名押印して直ちに当金庫に提出
してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合
には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債
務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとし
ます。
②前項の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方
法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあ
る場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況
等を考慮して、順序方法を指定することができるものとしま
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す。
（3）第1項により相殺する場合の利息等については、次の通りとしま
す。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当
金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用
するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算について
は、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利
率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等
を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いにつ
いては当金庫の定めによるものとします。

（4）第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の
計算実行時の相場を適用するものとします。

（5）第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手
続きについての別の定めがあるときには、その定めによるもの
とします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾
を要する等の制限がある場合においても相殺することができる
ものとします。

� 以上

ひがしんＥネット取引用キャッシュカード規定

1．（カードの利用）
　ひがしんＥネット取引用普通預金（以下「預金」といいます。）につ
いて発行したキャッシュカード（以下「カード」といいます。）は、当
該預金口座について、次の場合に利用することができます。なお、カ
ードの代理人カードの発行はいたしません。
（1）当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用に
よる現金預入業務を提携した金融機関等（以下「預入提携先」と
いいます。）の現金自動預金機（現金自動預入払出兼用機を含み
ます。以下「預金機」といいます。）を使用して普通預金（以下これ
らを「預金」といいます。）に預入れをする場合。

（2）当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用に
よる現金支払業務を提携した金融機関等（以下「支払提携先」と
いいます。）の現金自動支払機（現金自動預入払出兼用機を含み
ます。以下「支払機」といいます。）を使用して預金の払戻しをす
る場合。

（3）当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支
払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等（以下「振
込提携先」といいます。）の自動振込機（振込を行うことができる
現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいま
す。）を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、
振込の依頼をする場合。

（4）当金庫および預入提携先または支払提携先の現金自動預入払出
兼用機を使用して預金の残高照会等、当金庫所定の取引をする
場合。

（5）デビットカードのお取扱いはできません。
（6）Pay-easy（ペイジー）口座振替のお取扱いはできません。

2．（預金機による預金の預入れ）
（1）預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面
表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投
入して操作してください。

（2）預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入
提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あた
りの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額
の範囲内とします。

3．（支払機による預金の払戻し）
（1）支払機を使用して預金を払戻す場合には、支払機の画面表示等
の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号
および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の

提出は必要ありません。
（2）支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払
提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫また
は支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの
払戻しは当金庫が定めた金額の範囲内とします。

（3）前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日
あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法に
より届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。

（4）当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数
について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受け
た場合には、その届出の回数の範囲内とします。

（5）支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と
第4条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻
すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

4．（自動機利用手数料等）
（1）預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または
預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきま
す。

（2）支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、
当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する
手数料（前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利
用手数料」といいます。）をいただきます。

（3）自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、払戻請求
書なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携
先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提
携先または支払提携先に支払います。

5．（振込機による振込）
（1）振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻
し、振込を依頼する場合には、振込機の画面表示等の操作手順に
従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号、振込金額そ
の他所定の事項を正確に入力してください。この場合における
預金の払戻しについては、払戻請求書の提出は必要ありません。

（2）第1項の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の
内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。
確認操作をされた後は、振込機による振込の訂正・組戻しはでき
ません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱
店の窓口にご相談ください。

（3）第1項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金
庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あ
たりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。

（4）前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫
および振込提携先の振込機による1日あたりの振込について当
金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合に
は、その届出の金額の範囲内とします。

（5）窓口営業時間終了後および借用金庫休業日に振込機を使用した
振込の依頼があったときは、その振込の手続きは、翌営業日の窓
口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います。

（6）振込金額と後記第6条の振込手数料金額および支払機等利用手
数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるとき
は、その振込はできません。

（7）振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数
料金額および支払機等利用手数料金額を通帳または「ご利用明
細票」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあ
るときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。

（8）振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピ
ューター等の障害その他やむをえない事由により振込金の入金
不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害に
ついては、当金庫は責任を負いません。

6．（振込手数料）
（1）当金庫の振込機を使用して振込を依頼する場合には、当金庫所
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定の振込手数料をいただきます。
（2）第1項の振込手数料は振込資金の預金口座からの払戻し時に、払
戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落
します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携
先に支払います。

7．（預金機・支払機・振込機故障時の取扱い）
（1）停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓
口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金
の預入れをすることができます。

（2）停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓
口での営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いと
して定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードによ
り預金の払戻しをすることができます。

（3）第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カード
を提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額
を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座
番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってく
ださい。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求め
ることがあります。

（4）停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓
口営業時間に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出すること
により、振込の依頼をすることができます。

8．（カードによる預入れ・払戻し・振込金額等の取引確認）
　カードにより預入れた金額、払戻した金額（振込資金として払戻
した金額を含む。以下同じ。）、自動機利用手数料金額および振込手
数料金額は、当金庫の預金機・支払機・振込機で使用された場合にカ
ードによる取引の都度、その内容を記載した「ご利用明細票」を発行
します。

9．（カード・暗証番号の管理等）
（1）当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカード
が、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力され
た暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の
方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口
においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書
類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のう
え取扱いをいたします。

（2）カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号
は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を
避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、
盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合また
は他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人
から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ち
にカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。

（3）カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫
に提出してください。

10．（偽造カード等による払戻し等）
　偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意によ
る場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であっ
て本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、そ
の効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書
類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への
通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。

11．（盗難カードによる払戻し等）
（1）カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた
払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当
金庫に対して当該払戻しにかかる損害（手数料や利恵を含みま
す。）の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が

行われていること
②当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われているこ
と
③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の
盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示し
ていること

（2）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場
合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日（ただし、
当金庫に通知することができないやむを得ない事情があること
を本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間
を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しにかかる
損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額（以下「補
てん対象額」といいます。）を補てんするものとします。ただし、
当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失
であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合に
は、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんす
るものとします。

（3）前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われ
た日（当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に
かかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初
に行われた日。）から、2年を経過する日後に行われた場合には、
適用されないものとします。

（4）第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金
庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失
であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
Ａ　本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
Ｂ　本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同
居人、または家事使用人（家事全般を行っている家政婦な
ど。）によって行われた場合

Ｃ　本人が、被害状況についての当金庫に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれ
に付随してカードが盗難にあった場合

12．（カードの紛失、届出事項の変更等）
　カードを紛失した場合、または氏名、暗証番号その他の届出事項
に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により
当金庫に届出てください。

13．（カードの再発行等）
（1）カードの盗難、紛失等の場合のカード再発行は、当金庫所定の手
続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証
人を求めることがあります。

（2）カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をい
ただきます。

14．（預金機・支払機・振込機への誤入力等）
（1）当金庫の預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額、暗証番号、
口座番号等の誤入力により発生した損害については、当金庫は
責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支
払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提
携先または振込提携先の責任についても同様とします。

（2）カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする場合
に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入
により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。

15．（解約、カードの利用停止等）
（1）預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合
には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫Ｅネ
ット取引用普通預金規定により預金口座が解約された場合にも
同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その
処理が終了するまで解約を延期させていただく場合がありま
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す。
（2）カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当
と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。
この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店
に返却してください。

（3）次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場
合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を
受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除
します。
①第16条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別
途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれが
あると当金庫が判断した場合

16．（譲渡・質入れ等の禁止）
　カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

17．（規定の適用）
　この規定に定めのない事項については、ひがしんＥネット取引用
普通預金規定および振込規定により取扱います。

18．（規定の変更等）
（1）この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当
の方法で公表することにより、変更できるものとします。

（2）前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から
適用されるものとします。

19．（情報管理の委託ならびに承認）
　カードの利用にあたっては、その取引に必要な顧客情報を、提携
先に提供する事を承認されたものとして取扱います。

20．（ＩＣキャッシュカードの利用について）
（1）当金庫が発行するカードのうち、ＩＣチップが付加されたカー
ド（以下「ＩＣカード」といいます。）を利用するにあたり、次の場
合に利用することができます。
①当金庫所定のＩＣカードが利用できる預金機（以下「ＩＣカー
ド対応預金機」といいます。）を使用して預金に預入れをする
場合
②当金庫所定のＩＣカードが利用できる支払機（以下「ＩＣカー
ド対応支払機」といいます。）を使用して預金の払戻しをする
場合
③当金庫所定のＩＣカードが利用できる振込機（以下「ＩＣカー
ド対応振込機」といいます。）を使用して振込資金を預金口座
からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④その他金庫所定の取引をする場合

（2）ひがしんＥネット取引用キャッシュカード規定の定めにかかわ
らず、ＩＣカードは、ＩＣカード対応預金機、ＩＣカード対応支
払機およびＩＣカード対応振込機以外の預金機、支払機および
振込機では利用できません。

21．（ＩＣカード発行時における手数料の取扱い）
　新規発行、更新、再発行で、ＩＣカードの発行する際には、当金庫
所定の手数料をいただきます。

� 以上

ひがしんＥネット取引用　定期預金規定

1．（預入期間）
　この預金の預入期間は1年です。

2．（証書・通帳の発行）
　この預金の証書（または通帳）は発行いたしません。

3．（自動継続）
（1）この預金は、満期日に1年後の応当日を新たな満期日とした定期
預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様と
します。

（2）この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率
とします。ただし、この預金の継続後の利率について、別の定め
をしたときは、その定めによるものとします。

4．（利息）
（1）この預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日）から
満期日の前日までの日数（以下「約定日数」といいます。）および
預入日（または継続日）における利率によって計算し、満期日に
指定口座へ入金します。

（2）当金庫がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約
する場合には、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）
は、預入日（継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。）か
ら解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率
（小数点第3位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金と
ともに支払います。
①6ヵ月未満解約日における普通預金の利率
②6ヵ月以上1年未満約定利率×50％

（3）この預金は付利単位を1円とし、1年を365日として日割で計算し
ます。

5．（反社会的勢力との取引拒絶）
　この預金口座は、第6条第2項第1号、第2号ＡからＦおよび第3号Ａ
からＥのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第6条
第2項第1号、第2号ＡからＦまたは第3号ＡからＥの一にでも該当す
る場合には、当金庫はこの口座の開設をお断りするものとします。

6．（預金の解約）
（1）お客様からの端末による依頼に基づき、定期預金解約予約がで
きます。

（2）次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが
不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または
預金者に通知することによりこの預金口座を解約することがで
きるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申
告をしたことが判明した場合
②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
Ａ　暴力団
Ｂ　暴力団員
Ｃ　暴力団準構成員
Ｄ　暴力団関係企業
Ｅ　総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集
団等

Ｆ　その他前各号に準ずる者
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する
行為をした場合
Ａ　暴力的な要求行為
Ｂ　法的な責任を超えた不当な要求行為
Ｃ　取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
為

Ｄ　風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の
信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為

Ｅ　その他前各号に準ずる行為

7．（届出事項の変更等）
（1）届出の印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出
事項に変更があったときは、直ちに書面によって当金庫に届出
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てください。
（2）前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じ
た損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責
任を負いません。

（3）この印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約は、当金庫所定
の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、ま
た、保証人を求めることがあります。

8．（成年後見人等の届出）
（1）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合に
は、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項
をお届けください。

（2）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場
合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事
項をお届けください。

（3）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任
意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に直
ちに書面によって届けてください。

（4）前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、
直ちに書面によって届けてください。

（5）前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負い
ません。

9．（印鑑照合）
　払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影の届出の印鑑と
相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたう
えは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもその
ために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

10．（譲渡、質入れの禁止）
　この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの
権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第
三者に利用させることはできません。

11．（保険事故発生時における預金者からの相殺）
（1）この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の
定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の
債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来した
ものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者
の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金
庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保する
ために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱い
とします。

（2）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、当金庫所定の書式に届出印
を押印して直ちに当金庫に提出してください。
②複数の借入金等の債務（預金者の当金庫に対する債務、第三者
の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの）
がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、
この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相
殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する
債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるもの
とします。
③前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方
法により充当いたします。
④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあ
る場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況
等を考慮して、順序方法を指定することができるものとしま
す。

（3）第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとし
ます。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当
金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用

するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算について
は、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利
率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等
を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いにつ
いては当金庫の定めによるものとします。

（4）第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の
計算実行時の相場を適用するものとします。

（5）第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手
続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものと
します。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を
要する等の制限がある場合においても相殺することができるも
のとします。

� 以上

ひがしんインターネットバンキングサービス利用規定

第1条　ひがしんインターネットバンキングサービス取引
1．ひがしんインターネットバンキングサービスとは
　ひがしんインターネットバンキングサービス（以下「本サービス」
といいます。）とは、契約者ご本人（以下「お客様」といいます。）から
のパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等（以下「端
末」といいます。）を用いた依頼に基づき、資金移動、定期預金口座開
設、定期預金預入、定期預金解約予約、口座情報の照会、税金・各種料
金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、
その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、お客
様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。

2．利用資格者
　本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお
客様（個人　但し、個人事業者を除く）を、本サービスの利用資格者
とします。なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用
しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または
各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性
および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責
任において、本サービスを利用するものとします。

3．使用できる端末
　本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のもの
に限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引
は異なる場合があります。

4．本サービスの取扱時間
　本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、
当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場
合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合がありま
す。

5．手数料等
（1）本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数
料（以下「利用手数料」といいます。）および消費税をいただく場
合があります。この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を
普通預金規定（総合口座取引規定を含みます。）および当座勘定
規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは
当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書ま
たは当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」（以
下「代表口座」といいます。）から、当金庫所定の日に自動的に引
き落とします。
なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく
変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金
口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
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（2）前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取
引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更す
る場合があります。

第2条　本人確認
1．本人確認の手段
　当金庫は、利用者番号および次項以下に定める各種パスワードに
より、お客様本人の認証を行うものとします。

2．利用登録用パスワードの届出
　利用登録用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様か
ら当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。

3．お客様カードの送付
　当金庫は、利用者番号および確認用パスワードを記載したお客様
カードを、お客様の届出住所に送付するものとします。

4．ログオンパスワードの登録・変更
（1）お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログオンパス
ワードを登録します。なお、ログオンパスワード登録時における
本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
①お客様が指定した利用登録用パスワード、お客様カードに記
載された利用者番号および確認用パスワードを端末からお客
様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されて
いる各内容の一致により、本人であることを確認します。

（2）ログオンパスワードの変更も上記の方法により、行うものとし
ます。

5．本人確認手続き
（1）すでにログオンパスワードの登録が済んだお客様の取引時の本
人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定める
とおりとします。
①ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等を端末
の画面上でお客様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されて
いるログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の
一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
ａ．お客様の有効な意思による申込みであること。
ｂ．当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。

（2）当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場
合は、ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等に
つき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取
引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害に
ついて当金庫は責任を負いません。ただし、ログオンパスワー
ド、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等により不正に行わ
れた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第15条の定
めに従い補償を請求できるものとします。

6．お客様カードの取扱い
（1）お客様カードは、お客様ご本人が保管してください。第三者への
譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、お客
様はすみやかにお客様カードを返却するものとします。

（2）お客様がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合には、お取
引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から当金
庫所定の書面により当金庫に届け出てください。この届出に対
し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を
講じます。
当金庫はこの届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害に
ついては、第15条に定める場合を除き、責任を負いません。なお、
お客様カードの再発行はできませんので、当金庫所定の手続き
を行い、新しいお客様カードを発行します。（利用者番号、確認用

パスワードが変更となります）
（3）前号のお客様カードを失った旨の届出については、電話による
ことができます。この場合、当金庫は前項と同様に取り扱いま
す。

7．パスワード等の管理
（1）各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理する
ものとし、第三者へ開示しないでください。また、ログオンパス
ワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知
られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変
更手続きを行ってください。

（2）各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事
実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してく
ださい。

（3）本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫
所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サ
ービスの利用を停止しますので、次の方法により再開手続きを
とってください。
①ログオンパスワード相違に伴う再開手続きは、第2条4項と同
じ操作により、ログオンパスワードを変更してください。
②確認用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連絡の
うえ、所定の手続を行ってください。

第3条　取引の依頼
1．サービス利用口座の届出
（1）お客様は、本サービスで利用する当金庫に開設している口座を、
サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届
け出てください。当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスの
サービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座
として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各
取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のも
のに限るものとします。

（2）サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の書
面により届け出てください。

2．取引の依頼方法
　本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了
後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により
正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、
前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

3．取引依頼の確定
　当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に
依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、
当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ
当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定
したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行いま
す。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取
消、変更はできないものとします。

第4条　ご利用限度額
　1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時また
は変更時にお客様が設定した金額とします。
ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫
は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することな
く変更する場合があります。
上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いま
せん。

第5条　資金移動
1．取引の内容
（1）本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼
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に基づき、お客様の指定した日（以下「指定日」といいます。）に、
お客様の指定する本サービス利用口座（以下「支払指定口座」と
いいます。）よりお客様の指定する金額を引落しのうえ、お客様
の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内
本支店の預金口座（以下「入金指定口座」といいます。）に振込依
頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振
込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税
をいただきます。

（2）支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場
合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、ま
たは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振
込」として取扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗
内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。

（3）依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払
指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額ま
たは振替金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または
振替の手続きをします。

（4）支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金
庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよ
び払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方
法により取扱います。

（5）次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計
金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことがで
きる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます）を
超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、
それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当
と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があると
き。

（6）振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替
金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し
入れます。なお、振込において、入金指定口座への入金ができな
い場合には、組戻手続きにより処理します。

2．指定日
　振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日
に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日（以下「依頼日」といい
ます。）を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で、取
引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、ま
たは依頼日が金融機関窓口休業日にあたるときは、翌営業日扱いと
し、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日（以下「翌営業日」といいま
す。）に入金指定口座に振込・振替を行います。

3．依頼内容の変更・組戻し
（1）振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合
には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口にお
いて、次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融
機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定す
る組戻し手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取
引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出し
てください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証
人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融
機関に発信します。

（2）振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合
には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口にお
いて次の組戻し手続きにより取扱います。

①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該
取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出
してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保
証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融
機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法によ
り返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取
書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場
合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることが
あります。

（3）前二号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知
を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。こ
の場合には、お客様と受取人との間で協議してください。

（4）訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影（または署名）
と届出印（または署名鑑）とを相当の注意をもって照合し、相違
ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、
変造その他の事故があってもそのために生じた損害について
は、当金庫は責任を負いません。

（5）振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依
頼の取りやめはできません。

（6）本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1条第5
項第2号の振込手数料は返還しません。

（7）組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料およ
び消費税をお支払いいただきます。

第6条　定期預金取引
1．取引の内容
（1）お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取
引店は代表口座のお取引店とし、届出印は代表口座の届出印と
共通とさせていただきます。

（2）サービス利用口座として登録のある定期預金口座に、当金庫所
定の定期預金商品につき預入することができます。

2．適用金利
　定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点で
はなく、取引の実行日の金利を適用します。

3．定期預金の解約
（1）定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降に各
定期預金規定に従って受付けます。お客様の指定する個別の各
定期預金のうち、お客様の指定する定期預金に対して解約予約
の依頼をすることができます。ただし、対象となる定期預金の種
類は当金庫所定のものに限ります。

（2）当金庫がやむをえないものと認めて満期日前の定期預金の解約
の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づく
ものとします。

（3）前二号の解約の場合の元金・利息は、代表口座に入金するものと
します。

第7条　照会サービス
1．取引の内容
　お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金
明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能
な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。

2．照会後の取消、変更
　お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当
金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場
合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
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第8条　通知サービス
1．取引の内容
　お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金
取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メ
ールを送信し、お取引の旨をお知らせします。

2．送信の遅延・不達
　通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の
事由により、取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますの
で、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認くださ
い。なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害につい
ては、第15条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第9条　税金・各種料金払込みサービス
1．取引の内容
（1）税金・各種料金払込みサービス（以下「料金払込みサービス」とい
います。）とは、当金庫所定の収納機関（以下「収納機関」といいま
す。）に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金
額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当
該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。

（2）料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上
限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限
金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更す
る場合があります。

（3）料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条（資
金移動）における振込と同様の取扱いとします。

（4）一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
（5）当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしま
せん。

（6）収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、
収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせくだ
さい。

（7）料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時
間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当
金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合がありま
す。

2．利用の停止・取消し等
（1）収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った
場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料
金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所
定の手続きを行ってください。

（2）収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料
金払込みサービスを利用できません。

（3）収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取
消しとなることがあります。

第10条　資金移動ロック取引
1．取引の内容
（1）お客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパ
ーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、ま
たは停止を解除することができます。

（2）本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス
利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」
と「税金・各種料金払込みサービス」（以下あわせて「停止対象取
引」といいます。）の利用を停止します。

（3）本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した
場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設
定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取
引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象
取引の利用を停止します。

2．障害時の対応
　通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付ける
ことができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必
要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロッ
ク解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すこ
とがあります。

第11条　届出事項の変更等
　本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所そ
の他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定
の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。この届出の
前に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当金庫は
責任を負いません。

第12条　取引の記録
　本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サ
ービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取
り扱います。

第13条　海外からのご利用
　海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などに
よりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご
確認ください。

第14条　免責事項等
1．免責事項
　次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が
あっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負
いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由が
あったとき。
②当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全
策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュー
タ等に障害が生じたとき。
③当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。

2．通信経路における安全対策
　お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専
用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービス
に関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものと
みなします。

3．端末の障害
　本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環
境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、
端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、
または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任
を負いません。

4．送付上の事故
　当金庫が発行したお客様カードが送付上の事故等当金庫の責め
によらない事由により、第三者（当金庫職員を除きます）がお客様カ
ードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのため
に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当金庫は一
切責任を負いません。

第15条　パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1．補償の要件
　ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等
により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに
該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にか
かる損害（手数料や利息を含みます）の額に相当する金額の補償を
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請求することができます。
（1）お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれ
た後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。

（2）当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいてい
ること。

（3）お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に
協力されていること。

2．補償対象額
　前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意によ
る場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日（ただ
し、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があること
をお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を
加えた日数まで遡った期間とします。）前の日以降になされた不正
な資金移動等にかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当
する金額（以下「補償対象額」といいます。）を補償するものとしま
す。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大
な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の
全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

3．適用の制限
　前二項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログオンパスワ
ード、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等（当該盗取等が行わ
れた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた
日。）から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないも
のとします。

4．補償の制限
　第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は
補償いたしません。
（1）不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無
過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ．お客様の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居
人、または家事使用人によって行われた場合。
ロ．お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合。

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれ
に付随して不正な資金移動等が行われた場合。

第16条　解約等
1．都合解約
　本サービスの契約（以下「本契約」といいます）は、当事者の一方の
都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当
金庫所定の方法によるものとします。

2．代表口座の解約
　代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものと
みなします。

3．サービスの利用停止
　お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつで
も、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部
の利用を停止することができるものとします。
①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
②お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本
サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。

4．サービスの強制解約
　お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつで
も、本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様
への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡
先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

①当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連
続して支払わなかったとき。
②住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の
所在が不明となったとき。
③支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあっ
たとき。
④相続の開始があったとき。
⑤各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービス
を不正利用したとき。

5．解約後の処理
　本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了し
ていない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いませ
ん。本契約の解約日以降、お客様のお客様カード、利用者番号、各種
パスワード等は、すべて無効となります。

第17条　通知等の連絡先
　当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確
認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番
号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様
の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類
を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰
すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも
通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責
めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに
電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の
場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、
当金庫は責任を負いません。

第18条　規定等の準用
　本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる
各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カ
ード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定
書により取り扱います。

第19条　規定の変更等
　当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店
頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できる
ものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととしま
す。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によ
って損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

第20条　契約期間
　本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、
お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了
日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様としま
す。

第21条　準拠法・管轄
　本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に
関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫（本店）の所在地を管轄
する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意し
ます。

第22条　譲渡・質入・貸与の禁止
　本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲
渡・質入・貸与等することができません。

第23条　サービスの終了
　当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがありま
す。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法によ
り告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部ま
たは一部が利用できなくなります。
� 以上




